
川崎市立川崎高等学校附属中学校ＰＴＡサークル規約 

本規約は、川崎市立川崎高等学校附属中学校ＰＴＡ会員（以降「ＰＴＡ会員」）がＰＴＡ会則第１章第

３条に定める「会員相互の教養を高めること」およびＰＴＡ会員相互の親睦を図る事を目的としたサーク

ル活動に関して定めるものである。

第１章 総則 

１ サークルは、ＰＴＡ会員相互の教養を高め、親睦を図る事を目的とする。

２ サークルは、生徒及び教員の学校活動を妨げてはならない。

３ サークルは、ＰＴＡ活動に協力しなければならない。

４ サークルは、学校活動に無関係な営利的、政治的、宗教的活動を行ってはならない。

第２章 設立・解散・休止 

１ サークルを設立する場合、設立申請書（別紙１）に必要事項を記載し、サークル名簿と共に運営委

員会に提出する。 

運営委員会は設立申請書に基づき、サークルがＰＴＡ活動に適するかを検討し、適すると判断した

場合、これを承認する。 

検討にあたり運営委員会が必要と判断した場合は、申請者からのヒヤリングを行う。 

サークルは承認受領後より活動を開始出来る事とする。

本規約施行以前より活動していたサークルについては新たな申請手続きは不要とする。 

２ サークルを解散する場合、解散届け（別紙２）に必要事項を記載し、運営委員会に提出する。

サークル解散時にはＰＴＡ会計により購入した備品等を返却しなければならない。

また、ＰＴＡ会計より活動費等の補助を受けていた場合は、解散時点での決算報告書を運営委員会

に提出し、補助金残金を返金しなければならない。 

３ 運営委員会はサークルの活動が本規約第１章に反していると判断した場合、サークルを解散させ

る事ができる事とする。 

解散を命じられたサークルは、以降ＰＴＡサークルとしての活動をしてはならない。 

４ 一時的に活動が困難となったサークルは、活動を休止する事ができる事とする。 

サークル休止時にはＰＴＡ会計により購入した備品等を返却しなければならない。

また、ＰＴＡ会計より活動費等の補助を受けていた場合は、休止時点での決算報告書を運営委員会

に提出し、補助金残金を一旦返金しなければならない。 

第３章 サークル要件・会員 

１ サークルは、ＰＴＡ会員および川崎市立川崎高等学校在学生の保護者が所属できるものとする。

２ サークルは、５名以上で構成するものとするが、ＰＴＡ会員が３名を下回ってはならない。

３ サークル代表者は、教職員以外のサークル会員でなくてはならない。



第４章 活動 

１ サークルは、その趣旨に沿った活動を、年間を通じて継続的に行うこととし、年間の最低活動回数

を３回とする。 

２ サークル活動において学校施設を使用する場合は、代表者が事前に予約する事とする。 

３ サークルは、年度末に活動報告書、決算報告書、次年度活動計画書、次年度予算申請書、サークル

名簿を運営委員会に提出しなければならない。 

決算報告書、次年度予算申請書に関しては、ＰＴＡ会計からの支出を受けていない場合、不要とす

る。 

 

第５章 活動費 

１ ＰＴＡ会計からの活動補助金は、１サークルあたり年間３万円を上限とする。 

活動補助金はサークル活動に不可欠な備品の購入、施設利用料、講師への講師料等にあてる事ができ

る事とする。 

活動補助金にて講師料を支払う場合、講師料の半額を上限とし、講師はサークル会員資格を持たな

い事を条件とする。 

活動補助金はサークルからの予算申請を運営委員会にて検討し、ＰＴＡ総会の承認を得る事とす

る。 

設立初年度の活動補助費は１万円を上限とし、支給に際しては運営委員会の承認により支給でき

る事とする。 

２ 活動補助金でまかなえないサークル活動に関する備品等を購入する場合は、運営委員会にて申請

内容を検討し、ＰＴＡ総会の承認を得る事とする。 

３ サークルは必要に応じ、会費を徴収して活動費とすることができる事とする。 

 

第６章 その他 

１ 本規約に定めない事項について審議がある場合は、運営委員会に申し立てをし、運営委員会にて審

議・決定する事とする。 

 

付則 

本規約は平成２９年７月以降に開催される最初の総会承認後より施行する。 

令和８年４月２０日 一部改正 

 

  



 

別紙１ 

川崎市立川崎高等学校附属中学校ＰＴＡサークル設立申請書 

申 請 日  

西暦      年    月    日 

サ ー ク ル 名  

サ ー ク ル 代 表 者  

  年  組 

サ ー ク ル 構 成 者 

（ 最 低 ５ 名 ） 

 

活 動 目 的  

活 動 内 容  

主 た る 活 動 場 所  

年間活動計画（活動予定回数、開催予定イベント等） 

設立時補助金申請額  

補助金用途（具体的な用途と金額） 

備考 

 



 

別紙２ 

川崎市立川崎高等学校附属中学校ＰＴＡサークル解散届け 

届 け 出 日   

西暦      年    月    日 

サ ー ク ル 名  

サ ー ク ル 代 表 者  

  年  組 

理由 

備考 

 


